	提案基準11　市街化調整区域におけるレクリエーション等のための施設を構成する建築物

	基本事項
	申請者
	住所
	

	
	
	氏名
	

	
	申請場所
	

	
	敷地面積
	　　　　　　　　　　　　　　㎡

	
	用　　途
	

	
	延べ面積
	　　　　　　　　　　　　　　㎡

	適用の範囲

右のいずれかに該当すること
	□　キャンプ場、スキー場等第二種特定工作物に該当しない運動、レジャー施設であって地域における土地利用上支障のないものの管理上、又は、利用上必要最小限不可欠な施設である建築物
□　第二種特定工作物の利用者の属性から宿泊機能が必要不可欠であり、かつ市街化区域等における宿泊施設によっては、円滑な対応が困難である場合に当該工作物の敷地内に建築する宿泊施設である建築物
□　第二種特定工作物に該当しない１ha未満の運動、レジャー施設又は墓園に不可分一体のものとして併設される軽易な建築物

	条件
	□　予定建築物は、用途の変更が容易でないものであり、周辺の自然環境等に調和した簡素なものであること。

□　施設自体が、地域の土地利用計画に整合した内容のものであること。
□　墓地販売所、葬祭場、集会所等の宗教施設等でないこと。

	添付図書
	□　予定建築物の平面図、立面図

□　建築物が管理上又は利用上、必要不可欠である理由書（管理上又は利用上必要最小限不可欠な施設の場合）

□　宿泊施設を必要とする理由書及び周辺の宿泊施設の立地状況を示す概要書（宿泊施設の場合）

□　併設されるに必要かつ充分な理由書（併設される軽易な建築物（管理事務所、休憩所、便所、器具庫、更衣室）の場合）



	備考

	・□にチェックを入れてください。
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